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改定に向け、かかりつけ医機能における書面交付の要件化について議論

《背景》 「かかりつけ医機能」は、今後の高齢者人口の更なる増加と人口減少を見据え、

必要不可欠な機能とされている。2023年の医療法改正で「かかりつけ医機能が発揮され

る制度整備」が盛り込まれた。具体的には、①医療機能情報提供制度の刷新（2024年4

月）、②かかりつけ医機能報告の創設（2025年4月）、③患者に対する説明（2025年4月）

を行なうこととなった。本稿では、③患者に対する説明に関する議論を紹介する。

《解説》 2025年4月より、かかりつけ医機能の1つとして、電磁的方法又は書面交付によ

る「患者に対する説明」が努力義務化されます。具体的には、「かかりつけ医機能の確保

に係る体制を有することについて都道府県知事の確認を受けた医療機関」が、「慢性疾

患を有する高齢者等の継続的な医療を要する患者」に対して、「在宅医療を提供する場

合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合で、患者やその家族か

ら求めがあったとき」が対象となります。この点に関して、中医協では次回改定で先取り

で評価すべきか、患者への適切な説明を推進するための方策はどうするかなどが論

点としてあがっています。

◎図表：努力義務化される患者に対する説明について
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